
様式 1 

工事中事故報告書 

１．発注（報告）機関  名古屋 支社  保全・サービスセンター  （立会者）           

２．工   事   名  2023年度 中央自動車道 管内維持修繕業務                                  

３．発 生 日 時  令和 5年 9月 11日（月） 10時 30分ごろ （天候 雨）                                  

４．発 生 場 所  中央自動車道 上り線 KP312.4付近                                       

（地先,ＩＣ間,測点など）                                   

５．業務の概要      

(1) 工 事 請 負 業 者 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱             

(2) 発 注 区 分 (指名）本社，支社，保全・サービスセンター            

(3) 工 期 2023年 4月 1日から 2024年 4月 30日まで 

(4)請 負 金 額 （税抜き）－ 円   

６.事故の状況 

 路肩草刈に伴う植栽の剪定作業中にハンドトリマーで、自身の右足ひざ上を切りつけたもの。                                      

                                            

 

7.被災状況（一般公衆に対する事故等については，その第一原因者についても記入すること。） 

公衆,作業員 

などの区別 

(ふりがな) 

氏  名 

性別 

年齢 

職種 

経歴 

当現場 

の経歴 

被災者の住所 

負傷 

程度 

その他の 

損 害 

所属業者名（本社所在地）元請との関係 

 

作業員  
 

  
 

        

        

（物損状況） 

無し                                  

                                          

８．事故に対する所見（原因考察，警察・労基署の所見など） 

ハンドトリマーで植栽の剪定作業を行う際に、キックバックし自身の右足ひざ上を切傷したもの。 

なお、ハンドトリマーのカバーはキックバックした際に何らかの原因で脱落したと思われる。                                            

                                              

                                             

９．事故発生後の処置 

責任者により病院に搬送。（脚部の切創 4針を縫う怪我）                                             

                                             

報道    なし                                       

（本工事の本件までの事故状況）  0件，うち死亡 0件，重軽傷 件，物損その他 0件  

※事故状況のわかる資料（概略図など）を添付すること 

 

 

 

 



【発生場所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央自動車道 

上り線 312.4kp 

走行車線規制内 

植栽の剪定作業中 



【発生状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハンドトリマー（充電式） 

ひざをついて作業 

キックバックしたはずみで 

カバーが外れ、右足を切傷 



 

 

１１．事故原因の詳細（後日提出） 

発

生

原

因 

人 的 要 素  物 的 要 素  管理的要素 
伐採に適した手鋸を持っていた

ものの、手に持っていたハンドト

リマーを使用してしまった。（近

道行動） 

 

作業に適していない道具で

あった。 

 

伐採を指示する際に道具の

指定を行わなかった。 

原因評価 

◎ 

原因評価 

○ 

原因評価 

〇 （ ◎ ○ 

△ ） 

（ ◎ ○ 

△ ） 

（ ◎ ○ 

△ ） 

   ※ 原因評価：事故との関連性 重大＝◎ 中程度＝○ 軽度＝△   

 

 

 

【人的要素に基づくヒューマンエラー要因】 

※ 事故原因と考えられる人的要素に○印をつける。（複数可） 

Ｈ１ 無知 未熟練 経験不足 教育不足 

Ｈ２ 危険軽視 慣れ 悪習慣 集団欠陥 

Ｈ３ 近道本能 省略本能 能率本能 

Ｈ４ 場面行動本能（１点に集中して周囲の状況が見えなかった） 

Ｈ５ 緊急時のあわて パニック状態 

Ｈ６ 外的要因錯覚（見間違い、聞き違い等） 内的要因錯覚（思い込み等） 

Ｈ７ 中高年齢者の機能低下 

Ｈ８ 疾病 疲労 体質 急性中毒等 

Ｈ９ 単調反復動作による意識レベルの低下 

 

１２．事故対策 

再
発
防
止
対
策 

人 的 要 素  物 的 要 素  管理的要素  

樹木の伐採については手

鋸、またはチェーンソーを

使用するように指導する。 

作業に適した道具を適切に

使用する。 

安全大会で道具の特性・用

途について再周知する。 

責任者に指示の仕方を指導

する。 

※ 対策内容の説明資料を添付すること。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【原因】 

・当該作業員が植栽の剪定をしている最中に侵入木の伐採を指示されたため 

 手鋸があったにも関わらず、手に持っていたハンドトリマーを使ってしまった。 

 （近道行動、用途外使用） 

 

【対策】 

・各機械の特性・用途を安全大会にて再周知する。 

・樹木の伐採については、手鋸またはチェーンソーを使用するよう指導する。 

・剪定機械で伐採を行わないように指導する。 

 

【安全大会】 
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